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資
料
か
ら
み
た
祭
り
　
―
祭
具
と
神
話
―

大　

東　

敬　

明　
　
　

ǽ
ǽ
ɂ
ȫ
ɔ
Ⱦ

　

祭
り
（
祭
祀
・
祭
礼
）
及
び
そ
の
展
開
を
、
学
説
や
理
論
で
は
な
く
、
資
料
そ
の
も
の
に
も
と
づ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
神
道

史
研
究
の
上
で
重
要
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、『
中
臣
祓
』（
春
日
社
家
大
東
家
本
）「
白
杖
之
事）

1
（

」
の
思
想
的
・
儀
礼
的
背
景
や
そ
の
周
辺
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

〝
祭
具
と
神
話
〞
と
の
関
係
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る）

2
（

。『
日
本
書
紀
』
註
釈
や
中
世
神
道
説
を
含
む
神
祇
に
関
わ
る
言
説

研
究
と
祭
祀
・
祭
礼
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
前
者
は
文
学
や
思
想
史
、
後
者
は
歴
史
民
俗
学
・
民

俗
学
が
中
心
で
あ
る
。
本
報
告
で
は
、そ
の
両
者
を
架
橋
し
、「
神
社
で
用
い
ら
れ
る
祭
具
の
縁
起
」
と
も
い
え
る）

3
（

言
説
（〈
新
た
な
神
話
〉）

と
祭
具
・
祭
祀
・
祭
礼
と
の
関
わ
り
を
考
え
て
み
た
い
。
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本
報
告
で
取
り
上
げ
る
祭
具
で
あ
る
「
白
杖
」
は
、「
ス
ハ
エ
」「
ズ
バ
エ
」
と
も
よ
ま
れ
、い
く
つ
も
の
祭
礼
・
行
事
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
祭
礼
は
本
稿
で
も
取
り
上
げ
る
春
日
若
宮
お
ん
祭
「
お
渡
り
」
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
ス
ハ
エ

に
は
、
師
子
（
獅
子
）
や
王
の
舞）

4
（

と
同
様
に
行
列
の
露
払
い
の
意
味
・
役
割
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
白
杖
之
事
」
は
、『
日
本
書
紀
』
や
春
日
社
の
祭
神
で
あ
る
天
児
屋
根
命
に
関
連
付
け
て
、
そ
の
由
来
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
神
は

「
祓
」
や
吉
田
家
・
吉
田
神
道
と
も
関
わ
る
こ
と
か
ら
、「
白
杖
之
事
」
は
白
杖
（
ス
ハ
エ
）
が
春
日
社
で
用
い
ら
れ
る
意
味
や
、
そ
の
力

を
保
証
す
る
言
説
で
あ
り
、
春
日
社
と
吉
田
家
・
吉
田
神
道
と
の
関
わ
り
の
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

ǽ
ǽ
ˢ
ᶫ
ᇞ
ᇊ
ᚐ
Қ
Ɂ
ሗ
᭒

　

國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
（
神
道
資
料
館
部
門
）
で
は
、
研
究
事
業
「
祭
祀
・
祭
礼
の
変
遷
に
関
す
る
研

究
と
関
連
資
料
の
整
理
分
析
」（
平
成
二
十
六
年
度
〜
二
十
八
年
度
）
に
お
い
て
、
祭
祀
・
祭
礼
研
究
を
進
め
た
。
そ
の
成
果
は
『
神
輿

文
化
を
考
え
る
』
や
『
祭
祀
・
祭
礼
の
変
遷
―
古
代
・
中
世
を
中
心
に
―）

5
（

』
と
い
っ
た
刊
行
物
、
國
學
院
大
學
博
物
館
に
お
け
る
企
画
展

「
祭
礼
行
列
―
渡
る
神
と
人
―）

6
（

」
に
お
い
て
示
し
た
。

　

柳
田
國
男
は
『
日
本
の
祭
』
に
お
い
て
「
日
本
の
祭
の
最
も
重
要
な
一
つ
の
変
り
目
は
何
だ
つ
た
か
。
一
言
で
い
ふ
と
見
物
と
称
す
る

群
の
発
生
、
即
ち
祭
の
参
加
者
の
中
に
、
信
仰
を
共
に
せ
ざ
る
人
々
、
言
は
ゞ
た
ゞ
審
美
的
の
立
場
か
ら
、
こ
の
行
事
を
観
望
す
る
者
の

現
は
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う）

7
（

。」
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
祭
り
は
、
観
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
す
る
側
面
が
あ
ら
わ
れ
、
よ
り
華
や
か
な
も
の

に
な
っ
て
い
っ
た
と
す
る
。
柳
田
は
、
こ
の
観
望
者
の
居
る
祭
り
を
「
祭
礼
」
と
呼
ん
だ
。
神
輿
や
芸
能
を
伴
っ
た
華
や
か
な
祭
礼
行
列

は
平
安
時
代
中
期
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
田
辺
三
郎
助
は
そ
の
背
景
に
、「
行
道
」「
行
像
」
と
い
っ
た
仏
教
行
事
の
影
響
を
想
定
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し
て
い
る）

8
（

。
こ
れ
は
今
後
、
深
め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
成
立
・
展
開
す
る
祭
礼
行
列
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
、
そ
れ
ら
は

　
　

①
神
が
坐
す
場
（
神
社
、
御
旅
所
な
ど
）
へ
、
捧
げ
物
や
芸
能
な
ど
を
奉
納
す
る
た
め
の
行
列

　
　

②
神
の
移
動
を
伴
う
行
列

　
　

③
災
い
を
も
た
ら
す
疫
神
な
ど
を
あ
つ
め
、
地
域
外
へ
と
送
る
た
め
の
行
列

に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　

①
は
行
列
の
中
に
神
は
な
く
、
人
間
を
中
心
と
す
る
。
賀
茂
祭
や
春
日
若
宮
お
ん
祭
り
の
「
お
渡
り
」
が
そ
の
代
表
で
あ
り
、
行
列
の

中
心
は
神
へ
の
捧
げ
物
で
あ
る
幣
帛
・
神
饌
、
芸
能
者
な
ど
で
あ
る
。
平
安
時
代
後
期
の
様
子
は
『
年
中
行
事
絵
巻
』
巻
十
二
や
巻
十
六）

9
（

（
田
中
本
）
の
「
今
宮
祭
」「
賀
茂
祭
」
と
さ
れ
る
部
分
に
み
え
、
前
者
に
は
大
き
な
御
幣
を
担
ぐ
女
性
、
食
物
を
運
ぶ
人
々
が
見
え
る
。

　

②
は
神
輿
な
ど
、
神
の
乗
り
物
等
を
中
心
と
し
、
芸
能
や
奉
献
品
な
ど
を
伴
う
。
祇
園
祭
・
神
輿
渡
御
を
は
じ
め
、
各
社
の
神
輿
渡
御

が
こ
れ
に
当
た
る
。『
年
中
行
事
絵
巻
』（
田
中
本
）
巻
九
や
巻
十
二
に
は
祇
園
御
霊
会
や
稲
荷
祭
の
様
子
が
描
か
れ
、
師
子
、
王
の
舞
、

田
楽
な
ど
の
芸
能
が
神
輿
に
付
随
し
て
い
る
。
神
輿
は
平
安
時
代
中
期
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
七
月
に
摂
津

国
よ
り
石
清
水
八
幡
宮
ま
で
、
群
衆
に
よ
っ
て
志
多
羅
神
等
の
神
輿
が
担
が
れ
た
と
『
本
朝
世
紀
』
に
見
え
る
も
の
が
、
神
輿
に
関
わ
る

古
い
記
事
で
あ
る
。

　

③
は
疫
神
な
ど
の
象
徴
あ
る
い
は
「
依
代
」
と
さ
れ
る
傘
や
鉾
を
中
心
と
す
る
も
の
で
、
今
宮
神
社
の
や
す
ら
い
花
、
祇
園
祭
山
鉾

巡
行
な
ど
が
こ
れ
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
行
列
は
、
疫
神
を
地
域
の
外
に
追
い
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。『
日
本
紀
略
』
正
暦
五
年 

（
九
九
四
）
六
月
二
十
七
日
条
に
見
え
る
船
岡
山
で
行
わ
れ
た
御
霊
会
に
お
い
て
は
、
木
工
寮
が
神
輿
二
基
を
作
っ
て
い
る
。
こ
の
神
輿

は
難
波
海
に
送
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
疫
神
が
乗
っ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
理
解
で
き
る
。
③
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
行
列
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で
中
心
と
な
る
神
は
、
祭
礼
が
行
わ
れ
る
神
社
の
祭
神
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

萩
原
龍
夫
は
「
祭
祀
の
場
」
を
「
神
聖
な
力
の
発
動
と
人
間
の
行
動
環
境
と
の
接
点
」
で
あ
る
と
と
ら
え
、

　

一
、
接
点
の
基
本
的
標
準
的
の
も
の
、

　

二
、
神
聖
性
に
よ
り
強
く
引
き
付
け
ら
れ
た
も
の
、

　

三
、
反
対
に
人
間
界
に
よ
り
近
く
引
き
つ
け
ら
れ
た
も
の
、

に
分
類
し
た
。
こ
の
説
明
の
中
で
、
山
宮
は
神
聖
な
場
所
で
あ
っ
て
普
段
は
行
か
な
い
が
、「
ま
つ
り
の
時
に
頭
人
や
神
官
を
中
心
に
し
た

行
列
が
む
か
い
、
こ
こ
で
神
事
を
す
ま
し
て
里
へ
戻
る
。
一
種
の
神
迎
え
の
形
を
と
る
の
で
あ
る
。」
と
す
る
。
ま
た
、
近
畿
地
方
に
多
く

見
ら
れ
る
頭
屋
神
事
の
場
合
、「
頭
屋
は
カ
ミ
ヤ
ド
で
あ
る
か
ら
、
神
霊
の
示
現
の
場
所
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
行
列
を
整
え
て

神
社
に
参
る
と
い
う
か
た
ち
は
、
正
し
く
山
宮
↓
里
宮
の
み
ゆ
き
（
神
幸
）
と
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う）
10
（

」
と
す
る
。
萩
原
は
こ
れ
ら

の
行
列
を
「
神
の
移
動
」
と
捉
え
て
い
る
が
、こ
の
中
に
は
奉
献
品
を
奉
る
た
め
の
行
列
が
、そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
例
も
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
こ
の
行
列
の
中
に
は
、
神
に
捧
げ
る
た
め
の
御
幣
を
持
つ
も
の
も
あ
る
。
捧
げ
物
で
あ
っ
た
御
幣
が
「
神
霊
の
表
象
」
と
理
解
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
と）
11
（

、
行
列
の
意
味
も
捧
げ
物
を
持
つ
行
列
（
①
）
か
ら
神
霊
の
移
動
を
伴
う
行
列
（
②
）
へ
と
変
化
し
た
。

ǽ
ǽ
̝
ᶫ
ᶳ
˹
ᒮ
ᇒ
ᶴᷡ
ய
ஓ
ᇋ

۾
ూ

ట
ᷢ
Ⱦ
ȷ
ȗ
ȹ

ǽ
ǽᷡ

ᴮ
ᷢ
ய
ஓ
۾
ᇋ
Ⱦ
ȷ
ȗ
ȹ

　

春
日
大
社
（
奈
良
県
奈
良
市
）
は
、
武
甕
槌
命
（
第
一
殿
）、
経
津
主
命
（
第
二
殿
）、
天
児
屋
根
命
（
第
三
殿
）、
比
売
神
（
第
四
殿
）

の
四
柱
の
神
を
祭
神
と
す
る
。
同
社
は
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
に
藤
原
氏
の
崇
敬
神
（
武
甕
槌
命
、
経
津
主
命
）
及
び
祖
神
（
天
児
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屋
根
命
、
比
売
神
）
を
あ
わ
せ
て
祭
っ
た
こ
と
に
始
ま
り
、
藤
原
氏
の
氏
神
と
さ
れ
た
。

　

春
日
社
に
対
す
る
信
仰
は
武
甕
槌
命
（
第
一
殿
）
へ
の
信
仰
か
ら
、
次
第
に
天
児
屋
根
命
（
第
三
殿
）
へ
の
信
仰
へ
と
推
移
す
る
。
推

移
年
代
に
は
諸
説
あ
る
が
、
中
世
を
通
じ
て
、
徐
々
に
変
化
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る）
12
（

。
こ
の
背
景
に
は
二
神
約
諾
、
三
社
託
宣
や
吉
田

神
道
の
影
響
な
ど
、
様
々
な
要
因
が
想
定
さ
れ
る
が
、
一
つ
に
集
約
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
複
合
に
よ
る
変
化
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う）
13
（

。
春
日
社
に
対
す
る
信
仰
が
天
児
屋
根
命
信
仰
へ
と
推
移
す
る
と
、
天
児
屋
根
命
に
春
日
社
で
の
祭
儀
の
起
源
を
求
め
る
〈
新
た
な

神
話
〉
も
現
れ
る
。

ǽ
ǽᷡ

ᴯ
ᷢ
ᶳ
˹
ᒮ
ᇒ
ᶴᷡ
ய
ஓ
ᇋ

۾
ూ

ట
ᷢ
Ɂ
ढ

Ȼ
ᶫ
Ȱ
Ɂ
ᑔ


　

ま
ず
春
日
社
に
限
定
し
て
、
中
臣
祓
の
受
容
を
み
る
こ
と
と
す
る
。

　

春
日
社
に
お
い
て
は
、
十
二
世
紀
前
半
に
は
中
臣
祓
が
春
日
祭
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
る
春
日
社
司
の
祓
で
用
い
ら
れ
（『
春
日
祭
暦
年

記
』）、春
日
若
宮
お
ん
祭
り
が
始
め
ら
れ
た
の
と
同
時
期
に
、同
祭
で
用
い
ら
れ
る
仮
殿
の
清
め
に
中
臣
祓
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と（『
若

宮
祭
礼
記
』）、
十
三
〜
十
四
世
紀
に
か
け
て
は
、
清
祓
に
中
臣
祓
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
先
行
研
究
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る）
14
（

。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
中
臣
祓
』（
春
日
社
家
大
東
家
本
）
は
、
江
戸
初
期
の
写
本
か
と
思
わ
れ
る
も
の
で
、
社
家
で
あ
る
大
東
家
に

伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
書
は
、「
中
臣
祓
」「
最
要
中
臣
祓
」「
身
曾
貴
太
祓
」
を
は
じ
め
、「
警
蹕
之
事
」
や
「
白
杖
之
事
」
等
の
言
説
、 

「
神
殿
奉
開
次
第
大
事
」、「
正
遷
宮
次
第
」、「
奉
移
神
輿
次
第
」
等
の
諸
次
第
よ
り
な
る
。
こ
れ
ら
は
当
時
の
春
日
社
内
に
流
布
し
て 

い
た
言
説
を
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
全
体
を
通
し
て
思
想
や
一
定
流
派
の
作
法
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
宮
地 

直
一
が
指
摘）
15
（

す
る
よ
う
に
大
東
家
本
は
吉
田
家
の
神
祇
故
実
や
吉
田
神
道
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
唯
一
神
道
護
神
身
法
」、 

「
最
要
中
臣
祓
」
等
が
み
え
る
こ
と
、
中
臣
祓
に
吉
田
兼
倶
自
筆
『
祓
品
々
秘
書
』
と
同
様
の
特
徴
が
あ
る
こ
と）
16
（

、
散
米
に
つ
い
て
述
べ
る 
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中
で
中
臣
祓
の
「
祓
」
の
字
に
「
秡
」
を
用
い
る
理
由
と
共
通
す
る
言
説）
17
（

が
み
え
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
た
だ
し
、
そ
の
ま
ま
吉
田
神
道

を
受
容
し
た
の
で
は
な
く
、
春
日
社
に
見
合
う
形
で
改
変
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
森
本
仙
介
氏
が
指
摘
す
る
、
春
日
社
と
中
世
神
道
と
の
関
わ
り
、
と
り
わ
け
、
吉
田
神
道
の
受
容
、
吉
田
家
お
よ
び

そ
の
周
辺
の
人
物
と
の
交
流
が
あ
る
だ
ろ
う）
18
（

。
ま
た
、
吉
田
家
は
京
都
吉
田
社
の
神
職
を
務
め
た
家
で
あ
り
、
同
社
は
貞
観
年
間
（
八
五
九

〜
八
七
七
）
に
藤
原
山
蔭
が
春
日
社
の
四
座
の
祭
神
を
勧
請
し
、
山
蔭
一
門
の
氏
神
と
し
て
創
建
さ
れ
た
社
で
あ
る
こ
と
も
、
吉
田
家
と

春
日
社
と
の
関
係
に
は
大
き
く
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
森
本
氏
は
、
北
郷
禰
宜
の
守
祐
が
『
天
照
太
神
口
決
』
や
『
豊
葦
原
神
風
和
記
』
を
書
写
し
、
教
円
な
る
僧
か
ら
「
臨
終
印
明
」

を
伝
授
さ
れ
、
南
郷
禰
宜
延
春
よ
り
『
神
皇
正
統
記
』
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
延
春
が
『
旧
事
本
紀
』
巻
六
、『
古
事
記
』
な

ど
を
書
写
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
大
東
家
本
が
成
立
す
る
背
景
に
は
、
社
家
と
禰
宜
と
の
違
い
は
あ
れ
、
吉
田
神
道
を
含
め
た
多

く
の
神
祇
書
や
神
道
説
が
春
日
社
あ
る
い
は
南
都
に
流
入
し
て
い
る
状
況
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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ま
ず
、「
白
杖
之
事
」
本
文
を
示
す
。

　
　

白
杖
之
事

　
　

 

神①

代
ニ
伊
弉
諾
尊
、
杖
ヲ
以
テ
、
悪
鬼
ヲ
佛

（
拂
カ
）玉

フ
、
其
御
杖
ヲ
、
岐
神
ト
申
ス
。
此②

後
ニ
、
天
児
屋
根
命
、
白
幣
ノ
、
杖
ヲ
以
テ
、

三
笠
山
ニ
顯
玉
フ
。
此③

ニ
ヨ
テ
、
春
日
社
ニ
、
専
ラ
用
来
レ
リ
。

同
条
は
、
①
で
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
神
代
（
上
）
第
五
段
一
書
（
第
六
）（
第
九
）
を
典
拠
と
し
て
杖
が
祓
の
道
具
で
あ
る
こ
と
の
由
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来
を
述
べ
、
②
で
は
杖
・
白
杖
と
春
日
社
の
祭
神
で
あ
る
天
児
屋
根
命
の
関
わ
り
を
述
べ
、
③
は
②
の
理
由
に
よ
っ
て
、
春
日
社
で
ス
ハ

エ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。

　

同
条
と
、
ほ
ぼ
同
文
の
も
の
が
現
在
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
吉
田
文
庫
が
所
蔵
す
る
『
私
用
抄
』（
吉
田
兼
敬
・
寛
文
十
三
年

〈
一
六
六
三
〉
筆
）
に
み
え
る）
19
（

。
よ
っ
て
、
大
東
家
本
の
成
立
年
代
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
「
白
杖
之
事
」
は
、
寛
文
十
三
年
以
前
に
成

立
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ǽ
ǽ
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ま
ず
、
①
は
、『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
第
五
段
一
書
（
第
六
）

　
　

 

伊
奘
諾
尊
、
乃
報
之
曰
、
愛
也
吾
妹
、
言
二
如
此
一
者
、
吾
則
当
産
二
日
将
千
五
百
頭
一。
因
曰
、
自
レ
此
莫
過
、
即
投
二
其
杖
一、
是
謂
二

岐
神
一
也
、

同　

一
書
（
第
九
）

　
　

 

故
伊
奘
諾
尊
、
隠
二
其
樹
下
一、
因
採
二
其
実
一、
以
擲
レ
雷
者
、
雷
等
皆
退
走
矣
。
此
用
レ
桃
避
レ
鬼
之
縁
也
。
時
伊
奘
諾
尊
、
乃
投
二
其

杖
一
曰
、
自
レ
此
以
還
、
雷
不
二
敢
来）
20
（

一

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　

中
世
後
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
、
春
日
社
の
神
人
た
ち
は
、
様
々
な
神
道
書
を
受
容
し
、
ま
た
、
先
述
の
通
り
吉
田
家
の
人
々 

と
も
交
流
し
て
い
る
。
清
原
宣
賢
は
春
日
社
に
参
籠
し
、『
大
学
』
や
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
講
釈
を
行
う
な
ど
し
た
。
こ
の
事
は
、『
中

臣
祓
』（
春
日
社
家
大
東
家
本
）「
幣
帛
調
作
之
事
」
に
「
御
幣
ハ
、
天
地
ノ
位
ヲ
表
セ
リ
。
幣
串
ハ
、
國
常
立
尊
也
。
天
地
ノ
心
御
柱
也
。」

と
あ
り
、
清
原
宣
賢
『
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』
に
は
「
幣
ヲ
手
ニ
握
ル
ホ
ト
ニ
、
ニ
ギ
テ
ト
云
。
或
魂
魄
ノ
二
ヲ
表
ス
。
柄
（
幣
串
カ
）
ハ
、
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國
常
立
尊
ヲ
表
ス）

21
（

。」
と
あ
っ
て
解
釈
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
と
も
関
わ
る
。

　
「
白
杖
之
事
」
や
「
幣
帛
調
作
之
事
」
が
春
日
社
と
吉
田
家
の
ど
ち
ら
で
成
立
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と

も
春
日
社
と
吉
田
家
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
人
物
と
の
交
流
、
春
日
社
に
お
け
る
吉
田
神
道
の
受
容
の
過
程
の
中
で
、
成
立
し
た
言
説
（〈
新

た
な
神
話
〉）
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ǽ
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②
は
、
天
児
屋
根
命
の
降
臨
を
白
杖
（
ス
ハ
エ
）
の
起
源
と
結
び
つ
け
て
説
く
も
の
で
あ
る
。

　

春
日
社
に
対
す
る
信
仰
は
武
甕
槌
命
へ
の
信
仰
か
ら
次
第
に
天
児
屋
根
命
へ
の
信
仰
へ
と
推
移
し
、『
春
夜
神
記
』（
永
享
九
年

〈
一
四
三
七
〉
以
前
成
立
）
に
は
、
同
社
御
田
植
祭
で
用
い
ら
れ
る
「
松
苗
」
の
由
来
と
天
児
屋
根
命
の
遷
祀
伝
承
と
関
わ
ら
せ
て
述
べ

て
い
る）
22
（

。
ス
ハ
エ
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
、
天
児
屋
根
命
が
「
白
幣
ノ
、
杖
ヲ
以
テ
」
三
笠
山
に
現
れ
た
と
説
き
、
ス
ハ
エ
の
起
源
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
ス
ハ
エ
が
清
め
に
関
わ
る
こ
と
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、『
日
本
書
紀
』
第
一
巻
第
七
段
一
書
（
第
三
）
に
、

　
　

 

即
科
二
素
戔
嗚
尊
千
座
置
戸
之
解
除
一、
以
二
手
爪
一
為
二
吉
爪
棄
物
一、
以
二
足
爪
一
為
二
凶
爪
棄
物
一、
乃
使
下
天
児
屋
命
、
掌
二
解
除
之
太

諄
辞
一
而
宣
上
之
焉
。

と
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
を
典
拠
と
し
て
、『
中
臣
祓
訓
解
』
に
は
「
中
臣
祓
ハ
天
津
祝
太
祝
詞
、
伊
弉
那
諾
尊
ノ
之
宣
命
也
、

天
児
屋
命
之
諄
解
也）
23
（

」
と
み
え
、
御
巫
本
『
中
臣
祓
詞
』（
弘
治
二
年
写
本
）
に
は
、
中
臣
祓
を
「
此
祓
春
日
大
明
神
御
撰
作）

24
（

。」
と
す
る
。

吉
田
兼
倶
の
講
義
を
月
舟
寿
桂
が
記
し
た
『
中
臣
祓
抄
』
に
は
「
此
祓
ヲ
辞
ニ
ス
ナ
ワ
、
誰
ソ
ト
云
ヘ
ハ
、
春
日
大
明
神
也）
25
（

」
と
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、祓
を
天
児
屋
根
命
と
関
わ
ら
せ
て
説
く
言
説
が
見
て
取
れ
る
。
春
日
社
に
お
い
て
清
め
や
祓
に
用
い
ら
れ
た
白
杖
（
ス
ハ
エ
）
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上
哲
次
郎
ま
で
も
が
参
加
し
て
い
た）

19
（

。

　

ま
た
、
拡
張
委
員
会
で
は
、
第
一
期
拡
張
事
業
と
し
て
道
義
学
科
の
設
置
、
典
故
文
献
の
講
究
、
研
究
科
改
良
拡
張
な
ど
が
、
第
二
期

拡
張
事
業
と
し
て
は
国
法
科
の
設
置
が
決
定
し
た
。
第
一
義
に
掲
げ
ら
れ
た
道
義
学
科
は
「
本
大
学
設
立
の
主
旨
と
す
る
国
体
・
国
礼
の

講
明
、
国
民
道
徳
を
研
修
す
る
場
で
あ
り
、
殊
に
堅
実
な
る
思
想
家
を
養
成
す
る
施
設
」
と
し
て
の
設
置
が
決
定
さ
れ）
20
（

、
大
学
令
大
学
認

可
に
臨
ん
で
同
八
年
七
月
十
一
日
に
学
則
を
変
更
し
、
大
学
部
を
道
義
・
国
史
・
国
文
の
三
学
科
と
し
て
、
こ
こ
に
道
義
学
科
が
誕
生
す

る
こ
と
に
な
っ
た）
21
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
臨
時
教
育
会
議
に
代
表
さ
れ
る
政
策
的
議
論
や
国
民
道
徳
論
の
展
開
は
、「
国
体
ノ
本
義
ヲ
明
カ
ニ
シ
、
道
義
ノ
精
神

ヲ
徹
底
」
す
る
こ
と
を
掲
げ
た
皇
典
講
究
所
・
國
學
院
大
學
の
拡
張
事
業
と
内
容
的
に
も
人
的
に
も
交
錯
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
道
義

学
科
の
設
置
に
つ
な
が
っ
た
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
第
二
次
拡
張
事
業
に
お
い
て
国
法
科
の
設
置

が
計
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
道
義
学
科
設
置
を
も
っ
て
、
國
學
院
大
學
に
お
け
る
国
体
の
講
明
が
同
学
科
の
み
に

任
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
役
割
の
一
つ
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
い
わ
ば
「
國
學
院
設
立
趣
意
書
」
に
示
さ
れ
た

「
国
史
・
国
文
・
国
法
」
に
「
道
義
」
が
新
た
に
追
加
さ
れ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
正
確
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
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設
置
当
初
の
道
義
学
科
の
カ
リ
ュ
キ
ラ
ム
は
、
第
一
学
年
に
お
い
て
道
義
（
国
民
道
徳
、
神
道
倫
理
学
）、
国
史
（
国
史
、
神
祇
史
、

古
典
）、
国
語
・
国
文
（
講
読
、
作
文
）、
漢
文
（
講
読
）、
教
育
・
哲
学
（
哲
学
概
論
）、
法
制
・
経
済
（
憲
法
、
皇
室
典
範
）、
英
語 

（
講
読
）、
礼
典
（
礼
法
）、
第
二
学
年
に
お
い
て
は
、
道
義
（
国
民
道
徳
史
、
神
道
史
、
西
洋
倫
理
学
史
）、
国
史
（
国
史
、
有
職
故
実
、 

の
由
来
を
説
く
「
白
杖
之
事
」
に
天
児
屋
根
命
が
関
わ
る
こ
と
は
、
白
杖
の
祓
の
呪
術
的
能
力
を
保
証
す
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
た
と
想

像
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
吉
田
兼
倶
『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』
に
お
い
て
、
三
部
神
経
（
天
元
神
変
神
妙
経
、
地
元
神
通
神
妙
経
、
人
元
神
力
神
妙
経
）

を
天
児
屋
根
命
（
春
日
大
明
神
）
の
神
宣
で
あ
る
と
し
て
お
り
、「
唯
受
一
流
血
脈
」
も
「
天
児
屋
根
命
」
よ
り
始
ま
っ
て
い
る）
26
（

。
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
、
同
神
は
吉
田
家
の
祖
神
で
あ
り
、
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
吉
田
家
・
吉
田
神
道
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
本

言
説
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
背
景
に
は
、
吉
田
家
側
に
と
っ
て
も
同
神
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。
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は
じ
め
に
、
③
に
関
わ
る
ス
ハ
エ
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て
、
南
都
に
お
け
る
事
例
を
中
心
に
考
察
す
る
。
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こ
の
「
ス
ハ
エ
」「
白
杖
」
は
、
木
の
枝
や
幹
か
ら
ま
っ
す
ぐ
伸
び
た
若
枝
の
こ
と
で
あ
る
。
室
町
時
代
以
降
に
「
ズ
ハ
エ
」
と
濁
音

で
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
ス
ハ
エ
は
、
警
護
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
れ
が
呪
術
的
方
面
に
発
達
し
て
、
清

め
や
祓
に
関
わ
り
、
魔
や
邪
気
を
退
け
る
呪
具
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
折
口
信
夫
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る）
27
（

。

　
『
江
家
次
第）
28
（

』
の
「
賀
茂
詣
」（
巻
二
十
）
の
行
列
、「
圓
宗
寺
最
勝
会
」（
巻
五
）
の
項
に
記
さ
れ
た
「
法
華
会
」
の
探
題
の
行
列
に
、

ス
ハ
エ
（
白
木
杖
・
白
杖
）
を
持
つ
童
子
が
み
え
、『
年
中
行
事
絵
巻
』（
田
中
本
）
を
み
る
と
、「
賀
茂
祭
」（
巻
十
六
）・「
賀
茂
臨
時
祭
」
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（
別
本
巻
一
）
に
は
、
ス
ハ
エ
（
楉じ

ゃ
く
ぼ
く木

）
を
持
ち
、
襅
襷
を
か
け
た
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
行
列
の
先
を
行
き
、
邪
気
や

魔
を
退
け
る
意
味
で
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
三
第
三
十
八
「
盗
人
、
誦
法
花
四
要
品
免
難
語
」
に
は
馬
盗
人
と
共
犯
で
あ
る
と
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
て
捉
え

ら
れ
た
雑
色
の
前
に
童
子
が
現
れ
、
手
に
持
っ
た
「
白
キ
楚
」
を
振
る
と
縛
が
解
け
た
と
語
っ
た
と
み
え
る）
29
（

。『
続
本
朝
往
生
伝
』（
六
）

に
は
遍
照
が
天
狗
の
仕
業
で
病
と
な
っ
た
右
大
臣
に
祈
祷
に
呼
ば
れ
た
際
、
右
大
臣
邸
に
行
く
前
に
童
子
が
天
狗
を
退
治
し
た
話
が
み

え
、「
未
時
に
領
状
あ
り
。
総
角
二
人
、白
き
杖
を
捧
げ
て
、状
に
隨
ひ
て
相
副
ふ）
30
（

。」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
も
童
子
が
「
白
キ
楚
」「
白
き
杖
」

を
手
に
持
っ
て
現
れ
た
例
で
あ
り
、
ス
ハ
エ
は
呪
術
的
な
力
を
発
揮
し
、
特
に
後
者
は
魔
を
退
け
て
い
る
。

　

ま
た
、
初
期
の
両
部
神
道
書
で
鎌
倉
時
代
末
期
ま
で
に
は
現
在
み
え
る
形
と
な
っ
た
『
中
臣
祓
訓
解
』
に
は
、「
天
津
金
木
〈
現
在
云
、

人
有
二レ
ハ
犯
科
一
祓
二
楡
楉
二
枝
一、
是
一
名
号
二
白
枝
一
也
、
是
則
如
来
大
智
之
宝
威
、
悪
魔
降
伏
之
金
輪
也
、〉」
と
あ
っ
て
「
楡
楉
」
は
祓

具
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
白
枝
」
と
呼
ば
れ
る
、
と
あ
る
。

ǽ
ǽᷡ

ᴯ
ᷢ
̜
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春
日
大
社
で
は
、
春
日
若
宮
お
ん
祭
り
の
お
渡
り
に
お
い
て
、「
梅
白
杖
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
赤
い
装
束
を
着
、
祝

御
幣
や
ス
ハ
エ
を
持
つ
役
が
行
列
の
先
導
を
し
て
い
る
。
お
ん
祭
り
に
お
い
て
は
、
襅
襷
を
春
日
大
社
一
の
鳥
居
で
か
け
る
。

　

同
祭
礼
は
、
お
旅
所
に
若
宮
神
を
迎
え
、
そ
の
前
で
祭
祀
・
芸
能
な
ど
行
な
わ
れ
る
祭
礼
で
あ
る
。
御
旅
所
へ
向
か
う
芸
能
集
団
を
先

導
す
る
位
置
に
ス
ハ
エ
（
梅
白
杖
）
と
御
幣
は
あ
る
。
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
に
成
立
し
た
『
春
日
若
宮
祭
礼
図
』
に
、
寛
保
二
年

（
一
七
四
二
）
に
加
え
ら
れ
た
『
春
日
若
宮
御
祭
礼
松
下
行
列
図
』
に
は
、
興
福
寺
の
「
戸
上
」
が
「
梅
白
杖
」
を
、「
膳
手
」
が
「
祝
御
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幣
」
を
持
ち
、
両
者
と
も
赤
衣
を
着
け
て
襅
襷
を
ひ
く
様
子
が
描
か
れ
る）

31
（

。
貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
に
若
宮
社
頭
で
行
な
わ
れ
た
臨
時

祭
の
記
録
で
あ
る
『
貞
和
五
年
春
日
社
臨
時
祭
記
録
』
に
は
「
シ（

白

杖

）

ラ
ツ
エ　

左
一
殿
カ
ヽ
御
前
、
□（

ア
）カ

イ
カ（

狩

衣

）

リ
キ
ヌ
ニ
チ（

ち
は
や
）

ハ
ヤ
ヲ
カ
ケ
ラ

ル）
32
（

」
と
み
え
る
。
こ
の
、
お
ん
祭
り
に
お
い
て
、
い
つ
か
ら
ス
ハ
エ
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

神
木
動
座
の
際
に
も
赤
い
狩
衣
を
着
て
、ス
ハ
エ
を
持
つ
役
が
先
導
し
て
お
り）
33
（

、『
春
日
権
現
験
記
絵）

34
（

』
巻
十
九
「
正
安
神
鏡
事
」
に
は
、

盗
ま
れ
た
神
鏡
を
春
日
社
へ
戻
す
行
列
の
先
頭
に
赤
狩
衣
を
着
、
ス
ハ
エ
を
持
っ
た
仕
丁
が
描
か
れ
て
い
る
。

ǽ
ǽ
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維
摩
会
は
『
維
摩
経
』
を
講
じ
る
法
会
で
あ
る
。
興
福
寺
に
お
い
て
は
十
月
十
日
よ
り
藤
原
鎌
足
の
忌
日
で
あ
る
同
十
六
日
ま
で
行
わ

れ
、
南
都
を
代
表
す
る
法
会
で
あ
っ
た
。

　

維
摩
会
に
お
け
る
最
重
要
職
の
探
題
の
職
掌
を
記
し
た
『
維
摩
会
探
題
用
意
記）
35
（

』（
大
永
二
年
〈
一
五
二
二
〉）
に
は
、「
行
列
之
事
」

と
し
て
ス
ハ
エ
を
持
つ
人
物
、
箱
（
短
尺
箱
）
を
持
つ
人
物
が
み
え
る
。
こ
の
短
尺
箱
に
神
祇
が
影
向
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、『
醍
醐
寺

新
要
録
』「
探
題
為
尊
宿
之
役
事）
36
（

」
や
松
尾
恒
一
氏
が
引
用
す
る
興
福
寺
蔵
『
伝
授
之
書
』「
維
摩
会
探
題
伝
授
覚
書
」
に
み
え
る）
37
（

。

　

慈
恩
会
は
、慈
恩
大
師
の
忌
日
に
行
わ
れ
る
論
議
会
で
あ
る
。
現
行
儀
礼
に
お
い
て
、探
題
は
同
法
会
の
最
重
要
職
で
あ
り
、ス
ハ
エ（
梅

杖
）
を
持
つ
役
、
春
日
大
明
神
が
影
向
さ
れ
て
い
る
短
尺
箱
（
探
題
箱
）
を
持
つ
役）
38
（

に
続
い
て
、
注
連
縄
の
張
ら
れ
た
影
向
戸
よ
り
法
会

の
途
中
、
神
分
・
勧
請
作
法
の
際
に
入
堂
し
て
い
る
。

　

こ
の
例
で
も
、
ス
ハ
エ
は
春
日
大
明
神
が
影
向
し
て
い
る
短
尺
箱
が
通
る
道
を
清
め
、
祓
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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転
害
会
は
東
大
寺
の
鎮
守
社
で
あ
る
東
大
寺
八
幡
宮
の
祭
礼
で
あ
り
、
南
都
を
代
表
す
る
祭
礼
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
八
幡
神
が
宇
佐

よ
り
影
向
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
転
害
会
で
は
東
大
寺
転
害
門
ま
で
の
神
幸
の
の
ち
に
八
幡
宮
へ
戻
り
、
細
男
や
田
楽
等

が
行
な
わ
れ
た）
39
（

。

　

薬
師
院
文
書
「
手
掻
會
行
烈
次
第）
40
（

」（
長
禄
元
年
〈
一
四
五
七
〉）
か
ら
は
、
行
列
の
中
に
ス
ハ
エ
（
白
杖
）
を
持
つ
人
物
が
加
わ
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
「
八
幡
宮
七
僧
法
会
御
祭
式）
41
（

」
は
中
世
初
期
の
転
害
会
の
様
子
を
う
か
が
わ
せ
る
資

料
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
行
列
の
先
頭
に
ス
ハ
エ
を
持
っ
た
「
公
人
」
が
み
え
る
。
こ
の
行
列
の
次
第
は
「
手
掻
會
行
烈
次
第
」
に
記
さ
れ

る
八
幡
宮
よ
り
転
害
門
へ
向
か
う
行
列
の
次
第
と
一
致
す
る
。

　

東
大
寺
八
幡
宮
転
害
会
に
お
い
て
も
、
ス
ハ
エ
は
渡
御
の
道
を
清
め
、
祓
っ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
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こ
の
ほ
か
、
談
山
神
社
・
嘉
吉
祭
や
、
四
天
王
寺
聖
霊
会
に
お
い
て
も
ス
ハ
エ
は
み
え
る
。

　

前
者
で
は
、
神
前
に
「
百
味
の
御
食
」
と
呼
ば
れ
る
神
饌
が
そ
な
え
ら
れ
る
。
そ
の
伝
供
の
は
じ
め
に
、「
無
垢
人
」
と
称
さ
れ
る
人

形
が
奉
ら
れ
る
。
こ
の
人
形
は
細
長
い
ス
ハ
エ
と
も
解
釈
で
き
る
棒
を
持
つ
。
こ
の
人
形
が
「
無
垢
人
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
、
神
饌

が
通
る
道
を
清
め
る
役
割
を
人
形
が
担
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
後
者
に
お
い
て
は
法
会
の
場
に
安
置
さ
れ
る
「
仏
舎
利
」「
聖
徳
太
子
像
」

を
遷
す
際
に
、
両
者
の
直
前
に
ス
ハ
エ
（「
梅
ノ
樹ズ

ル
ワ
イ抄

」）
42
（

）
を
持
つ
「
公
人
」
が
進
む
。
こ
れ
ら
の
例
に
お
い
て
も
、
行
列
の
露
払
い
を
す

る
役
割
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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ま
た
、
出
雲
国
の
赤
穴
八
幡
宮
所
蔵
『
赤
穴
八
幡
宮
祭
礼
役
指
帳
』（
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
））
に
は
「
一
壱
御
輿　

梅
ノ
ス
ル
ワ
イ）

43
（

」 
と
あ
り
、
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
の
山
宮
御
神
幸
に
お
い
て
も
白
杖
（
梅
の
楉）

44
（

）
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
は
、
白
杖
・
ス
ハ
エ
な
ど
は
、
行
列
の
先
頭
や
、
神
聖
な
も
の
の
前
に
位
置
し
て
お
り
、
行
列
の
道
行
き
を

清
め
る
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ǽ
ǽ
ɑ
Ȼ
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祭
具
の
意
味
は
、
神
観
念
や
神
道
思
想
、
古
典
註
釈
の
変
化
に
伴
っ
て
、
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
。

　

吉
永
博
彰
氏
が
、
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
の
研
究
事
業
の
成
果
と
し
て
執
筆
し
た
「
祭
具
と
し
て
の
神
籬
―
古
典
解
釈
に
み
た
そ
の
用

例
―）
45
（

」
は
、「
神
籬
」
に
注
目
し
、
古
典
解
釈
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
そ
の
意
味
が
変
化
す
る
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、「
白

杖
之
事
」
を
通
し
て
、
祭
具
が
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
く
背
景
や
神
話
（
中
世
に
成
立
す
る
神
祇
に
関
わ
る
言
説
）
と
祭
具
と
の
関
係
を
垣

間
見
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ス
ハ
エ
（
白
杖
）
は
、
魔
や
邪
気
を
退
け
、
清
め
、
祓
う
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
祭
礼
や
仏
事
の
行
列
に
お
い
て
は
、
そ
の

先
頭
を
行
き
、
後
に
続
く
社
参
の
行
列
、
神
輿
の
通
る
道
を
祓
い
清
め
る
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
の
こ
と
は
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ

れ
て
い
た
が
、
本
稿
に
お
い
て
、
南
都
ほ
か
の
事
例
か
ら
も
再
確
認
し
た
。

　

学
問
的
背
景
か
ら
み
れ
ば
、「
白
杖
之
事
」
は
、『
日
本
書
紀
』
巻
一
第
五
段
一
書
（
第
六
・
第
九
）
を
典
拠
の
一
つ
と
し
て
作
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
天
児
屋
根
命
は
春
日
社
の
祭
神
の
一
柱
、
祓
と
も
関
わ
る
神
で
あ
り
、
吉
田
家
に
と
っ
て
も
祖
と
位
置
づ
け
る
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神
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
白
杖
は
春
日
社
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
祭
具
で
あ
っ
た
。
こ
の
言
説
が
春
日
社
と
吉
田
家
（
あ
る
い
は
そ
の
周

辺
）
の
ど
ち
ら
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
相
互
の
交
流
の
中
で
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
春
日
社
に
お
い
て
、
吉
田
家
と
の
交
流
、
吉
田
神
道
を
受
容
す
る
過
程
で
形
成
さ
れ
た
言
説
「
白
杖
之
事
」
は
、
祭
具

を
意
味
づ
け
、
祭
神
・
天
児
屋
根
命
の
降
臨
伝
承
と
祭
具
を
結
び
つ
け
る
〈
新
た
な
神
話
〉（
祭
具
の
縁
起
）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
意
味
は
同
神
が
祓
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
、
白
杖
（
ス
ハ
エ
）
の
呪
術
的
な
力
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
想
像
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
社
だ
け
で
な
く
、
祭
具
に
も
様
々
な
縁
起
や
言
説
が
作
成
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
祭
具
が
新
た
に
意
味
づ
け
ら

れ
る
こ
と
も
あ
り
、
モ
ノ
と
し
て
の
変
化
を
追
い
、
そ
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
言
説
（
心
、
精
神
的
側

面
）
の
変
化
も
追
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　

ᜲ

　
（
1 

）
宮
地
直
一
・
山
本
信
哉
・
河
野
省
三
編
『
大
祓
詞
註
釈
大
成
』（
上
）（
内
外
書
籍
、一
九
四
一
年
）
所
収
。
本
報
告
で
は
復
刻
版
（
名

著
出
版
、
一
九
八
一
年
）
を
用
い
た
。

　
（
2 

）
本
報
告
は
、
平
成
二
十
一
年
度
、
國
學
院
大
學
に
提
出
し
た
博
士
論
文
「
寺
院
儀
礼
に
お
け
る
中
臣
祓
―
東
大
寺
修
二
会
の
神

道
史
学
的
研
究
―
」
の
第
四
章
「
春
日
社
に
お
け
る
祭
具
と
神
祇
言
説
―『
中
臣
祓
』（
春
日
社
家
大
東
家
本
）「
白
杖
之
事
」
を
通

路
と
し
て
―
」
を
再
考
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
（
3 

）
新
井
大
祐
氏
は
「「
言
説
の
神
社
信
仰
史
」
研
究
の
試
み
」（
新
井
大
祐
・
大
東
敬
明
・
森
悟
朗
『
言
説
・
儀
礼
・
参
詣 〈
場
〉
と
〈
い

と
な
み
〉
の
神
道
研
究
』
弘
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
に
お
い
て
、
自
身
の
論
じ
る
「
言
説
の
神
社
信
仰
史
」
を
「「
縁
起
」
と
い
う
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〈
言
説
〉
が
ど
れ
ほ
ど
実
際
の
〈
場
〉
と
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
探
る
試
み
」
と
し
て
お
り
、
本
報
告
で
も
「
縁
起
」
と
祭

具
の
関
係
を
考
察
す
る
中
で
参
考
に
し
た
。

　
（
4 
）
田
辺
三
郎
助
「
神
事
に
お
け
る
行
道
面
」「
先
導
者
の
系
譜
」（
田
辺
三
郎
助
編
『
日
本
の
美
術　

一
八
五　

行
道
面
と
獅
子
頭
』

至
文
堂
、
一
九
八
一
年
）
を
参
照
。

　
（
5 

）『
神
輿
文
化
を
考
え
る
』（
國
學
院
大
學
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
編
集
・
発
行
、
二
〇
一
七
年
）、『
祭
祀
・
祭
礼
の
変
遷
―
古
代
・

中
世
を
中
心
に
―
』（
國
學
院
大
學
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
編
集
・
発
行
、
二
〇
一
七
年
）。

　
（
6 

）
國
學
院
大
學
博
物
館
・
企
画
展
「
祭
礼
行
列
―
渡
る
神
と
人
―
」（
平
成
二
十
八
年
十
月
十
五
日
〜
十
二
月
四
日
）。

　
（
7 

）
柳
田
國
男
『
日
本
の
祭
』（『
柳
田
國
男
全
集
』
一
三
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
）。

　
（
8 

）
田
辺
三
郎
助
「
序
説
」（
田
辺
三
郎
助
編
『
日
本
の
美
術　

一
八
五　

行
道
面
と
獅
子
頭
』）。

　
（
9 

）『
年
中
行
事
絵
巻
』（『
日
本
絵
巻
物
大
成
八　

年
中
行
事
絵
巻
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
年
）。

　
（
10 

）
萩
原
龍
夫
「
祭
り
の
見
か
た
・
理
解
の
し
か
た
」（『
祭
り
風
土
記
』（
上
）
社
会
思
想
社
、
一
九
三
五
年
）。

　
（
11 

）
御
幣
に
つ
い
て
は
吉
永
博
彰
「
建
築
儀
礼
に
於
け
る
御
幣
―
近
世
の
儀
礼
次
第
を
用
い
て
―
」（『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進

機
構
紀
要
』
八
、
二
〇
一
六
年
）。

　
（
12 

）『
神
道
集
』「
鹿
嶋
大
明
神
事
」「
春
日
大
明
神
事
」
に
は
鹿
嶋
大
明
神
を
「
天
児
屋
根
尊
」「
天
津
児
屋
根
尊
」
で
あ
る
と
す
る

（『
神
道
大
系　

文
学
編
一　

神
道
集
』
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
八
年
、
六
十
、
一
三
四
頁
）。
こ
れ
は
、
春
日
大
明
神
は
鹿
嶋

大
明
神（
武
甕
槌
命
）で
あ
る
と
す
る
説
と
天
児
屋
根
命
で
あ
る
と
す
る
説
が
並
行
す
る
と
こ
ろ
か
ら
お
こ
っ
た
も
の
か
。
こ
の『
神

道
集
』
の
記
事
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
文
と
し
て
、有
賀
夏
紀
「『
神
道
集
』
に
お
け
る
春
日
本
地
説
の
形
成
」（『
伝
承
文
学
研
究
』

五
八
号
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
る
。
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（
13 

）
永
島
福
太
郎
「
春
日
大
社
の
確
立
と
繁
栄
」・
大
東
延
和
「
春
日
史
点
描
」（
と
も
に
『
秘
儀
開
封　

春
日
大
社　

生
き
て
い
る

正
倉
院
』
角
川
書
店
、
一
九
九
五
年
）、
大
東
延
和
『
春
日
の
神
々
へ
の
祈
り
の
歴
史
』
本
社
篇
・
Ⅳ
春
日
信
仰
の
広
が
り
（
私
家

版
、
一
九
九
五
年
）。

　
（
14 
）
松
村
和
歌
子「﹇
資
料
紹
介
﹈平
安
、鎌
倉
期
春
日
社
の
清
祓
史
料『
永
仁
四
年
中
臣
祐
春
記
』「
廻
廊
諸
門
清
祓
勘
例
」を
中
心
に
」

（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
四
二
集
、
二
〇
〇
八
年
）。

　
（
15 

）
宮
地
直
一
「
中
臣
祓
春
日
社
家
大
東
家
本　

解
題
」（
前
掲
『
大
祓
詞
註
釈
大
成
』（
上
）
所
収
）。

　
（
16 

）『
祓
品
々
秘
書
』（
岡
田
莊
司
校
注
『
神
道
大
系　

古
典
註
釈
編
八　

中
臣
祓
註
釈
』
神
道
大
系
編
纂
会
、一
九
八
五
年
）。「
咎
祟
」

が
み
え
る
の
は
、
吉
田
流
の
特
徴
で
あ
る
。

　
（
17 

）『
中
臣
祓
』（
春
日
社
家
大
東
家
本
）「
散
米
之
事
」
と
『
中
臣
祓
抄
（
月
舟
寿
桂
聞
書
）』（
前
掲
『
神
道
大
系　

中
臣
祓
註
釈
』）

に
み
え
る
そ
の
理
由
は
共
通
し
て
い
る
。

　
（
18 

）
森
本
仙
介
「『
元
要
記
』
の
成
立
と
そ
の
背
景
を
め
ぐ
っ
て
―
一
七
世
紀
、
春
日
禰
宜
に
よ
る
神
書
制
作
の
一
端
―
」（『
神
道
宗

教
』
一
七
五
号
、
一
九
九
九
年
）。
吉
田
家
と
春
日
社
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
同
論
文
に
多
く
の
部
分
を
依
拠
し
た
。

　
（
19 

）
國
學
院
大
學
図
書
館
宮
地
直
一
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
影
写
本
を
参
照
。
同
資
料
は
宮
地
直
一
が
、
戦
前
に
吉
田
家
に
お
い
て
写
し

た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。

　
（
20 

）『
日
本
書
紀
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
上
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）。

　
（
21 

）『
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』（
秋
山
一
実
校
注
『
神
道
大
系　

古
典
註
釈
編
四　

日
本
書
紀
註
釈
』
下
、
神
道
大
系
編
纂
会
、

一
九
八
八
年
）。

　
（
22 

）『
春
夜
神
記
』（
永
島
福
太
郎
校
注
『
神
道
大
系　

神
社
編　

春
日
』
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
五
年
）。 
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（
23 

）『
中
臣
祓
訓
解
』（
前
掲
『
神
道
大
系　

中
臣
祓
註
釈
』）。

　
（
24 
）
御
巫
本
『
中
臣
祓
詞
』（
前
掲
、『
大
祓
詞
註
釈
大
成
』
上
）。

　
（
25 
）『
中
臣
祓
抄
』（
前
掲
『
神
道
大
系　

中
臣
祓
註
釈
』）。

　
（
26 

）『
吉
田
叢
書　

第
二
編　

唯
一
神
道
名
法
要
集
』（
吉
田
神
社
編
、
内
外
書
籍
、
一
九
四
二
年
）。

　
（
27 

）
折
口
信
夫
「
春
日
若
宮
御
祭
の
研
究
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
二
一
巻　

中
央
公
論
社　

一
九
九
六
年
〈
初
出
・
一
九
四
〇
〉）、

小
山
聡
子
『
護
法
童
子
信
仰
の
研
究
』
第
一
章
「
童
子
信
仰
の
形
成
」（
自
照
社
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
等
を
参
照
し
た
。

　
（
28 

）『
江
家
次
第
』（
渡
辺
直
彦
校
注
『
神
道
大
系　

朝
儀
祭
祀
編　

四　

江
家
次
第
』
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
九
一
年
）。

　
（
29 

）『
今
昔
物
語
集
』（
池
上
洵
一
編
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
三
五　

今
昔
物
語
集　

三
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）。

　
（
30 

）『
続
本
朝
往
生
伝
』（『
日
本
思
想
大
系
七　

往
生
伝　

法
華
験
記
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）。

　
（
31 

）『
春
日
若
宮
祭
礼
図
』（
前
掲
、『
神
道
大
系　

春
日
』）。

　
（
32 

）『
貞
和
五
年
臨
時
祭
記
』（
前
掲
『
神
道
大
系　

春
日
』）。

　
（
33 

）「
中
臣
祐
定
記
」
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
二
月
二
十
一
日
条
（『
春
日
社
記
録
』
一
、
春
日
大
社
、
一
九
五
五
年
）。

　
（
34 

）
神
戸
説
話
研
究
会
『
春
日
権
現
験
記
絵
注
解
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）。

　
（
35 

）『
維
摩
会
探
題
用
意
記
』（『
大
日
本
史
料
』
第
九
編
一
七
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）。

　
（
36 

）『
醍
醐
寺
新
要
録
』
上
（
法
藏
館
、
一
九
九
一
年
）。

　
（
37 

）
松
尾
恒
一
「
御
幣
に
み
る
南
都
の
神
仏
習
合
世
界
」（『
儀
礼
か
ら
芸
能
へ　

狂
騒
・
憑
依
・
道
化
』
角
川
学
芸
出
版
、

二
〇
一
一
年
所
収
、
初
出
・
二
〇
〇
〇
年
）。

　
（
38 

）
松
尾
恒
一
「
南
都
慈
恩
会
に
お
け
る
夢
見
の
儀
―
伝
承
と
形
成
―
」（『
説
話
・
伝
承
学
』
五
号
、説
話
・
伝
承
学
会
、一
九
九
七
年
）、
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同
「
御
幣
に
み
る
南
都
の
神
仏
習
合
世
界
」、
高
山
由
紀
『
中
世
興
福
寺
維
摩
会
の
研
究
』
第
三
部
第
一
章
「
諸
寺
に
お
け
る
探
題

の
性
格
」（
勉
誠
社
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

　
（
39 
）
転
害
会
に
つ
い
て
は
、和
田
義
昭「
東
大
寺
鎮
守
八
幡
宮
手
掻
会
に
つ
い
て
」（
日
本
史
研
究
史
料
部
会
編『
中
世
の
権
力
と
民
衆
』

創
元
社
、
一
九
七
〇
年
）、
畠
山
聡
「〈
史
料
紹
介
〉
転
害
会
関
連
史
料
（
1
）」（『
寺
院
史
研
究
』
一
一
号
、
二
〇
〇
七
年
）
等
を

参
照
し
た
。

　
（
40 

）「
手
掻
會
行
烈
次
第
」（
畠
山
聡
「〈
史
料
紹
介
〉
転
害
会
関
連
史
料
（
1
）」）。

　
（
41 

）
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
「
八
幡
宮
七
僧
法
会
御
祭
日
式
」（『【
大
系
】　

日
本
歴
史
と
芸
能　

第
四
巻　

中
世
の
祭
礼　

中
央
か
ら

地
方
へ
』
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
）。

　
（
42 

）『
四
天
王
寺
三
大
会
手
文
』（『
四
天
王
寺
史
料
』
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
三
年
）。

　
（
43 

）『
赤
穴
八
幡
宮
祭
礼
役
指
帳
』（
石
塚
尊
俊
校
注
『
神
道
大
系　

神
社
編
三
十
六　

出
雲
・
石
見
。
隠
岐
国
』
神
道
大
系
編
纂
会
、

一
九
八
三
年
）。
福
原
敏
男
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

　
（
44 

）
官
幣
大
社
浅
間
神
社
編
『
富
士
の
研
究
2　

浅
間
神
社
の
歴
史
』（
宮
地
直
一
・
廣
野
三
郎
執
筆
、
古
今
書
院
、
一
九
二
九
年
）。

　
（
45 

）
吉
永
博
彰
「
祭
具
と
し
て
の
神
籬
―
古
典
解
釈
に
み
た
そ
の
用
例
―
」（『
神
道
宗
教
』
二
三
八
号
、
二
〇
一
五
年
四
月
）。


